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国
際
法
学
会
の
機
関
誌
『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
は
、
二

0
0
一
年
に
創
刊
百
巻
を
数
え
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
を
機

会
に
、
当
時
の
安
藤
仁
介
理
事
長
は
、
学
会
の
従
前
の
成
果
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
将
来
へ
の
足
が
か
り
と
す
べ
く

総
目
次
総
索
引
を
刊
行
す
る
こ
と
を
提
案
さ
れ
、
そ
の
責
任
者
に
神
戸
大
学
教
授
中
村
道
会
員
を
指
名
さ
れ
た
。
安

藤
仁
介
理
事
長
の
跡
を
引
き
継
い
だ
松
井
芳
郎
理
事
長
も
、
同
会
員
に
作
業
を
継
続
す
る
こ
と
を
依
頼
さ
れ
た
。
百

年
有
余
に
跨
る
研
究
論
文
の
な
か
か
ら
、
索
引
項
目
を
選
定
し
、
具
体
的
に
拾
い
上
げ
、
こ
れ
を
デ
ー
タ
入
力
す
る

作
業
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
膨
大
な
作
業
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
時
代
に
よ
り
ま
た
研
究
者
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
り
必
ず
し
も

同
一
で
は
な
い
専
門
用
語
や
翻
訳
語
の
用
法
、
条
約
・
判
例
の
慣
用
名
な
ど
の
簡
略
表
記
、
さ
ら
に
論
文
原
本
に
含

ま
れ
る
誤
記
な
ど
を
修
正
し
な
が
ら
総
索
引
を
編
集
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
な
作
業
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

中
村
会
員
は
、
こ
の
間
、
丹
念
か
つ
慎
重
に
仕
事
を
進
め
ら
れ
、
よ
う
や
く
こ
こ
に
本
書
の
刊
行
に
至
る
こ
と
が
で

き
た
。
本
事
業
の
完
成
を
学
会
全
体
の
発
展
の
た
め
に
慶
賀
す
る
と
と
も
に
、
同
会
員
の
献
身
的
な
ご
努
力
に
対
し

て
深
甚
な
る
謝
意
を
表
し
た
い
。
本
書
の
刊
行
事
業
に
は
、
も
ち
ろ
ん
他
の
多
数
の
会
員
の
協
力
が
あ
っ
た
。
そ
の

個
々
の
お
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
方
々
に
も
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。

本
書
が
日
本
の
国
際
法
学
の
今
後
の
発
展
に
と
っ
て
も
つ
意
義
は
大
き
い
。
と
り
わ
け
研
究
者
が
先
行
研
究
へ
の

ま

え

が

き



奥

脇

直

也

敬
意
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
批
判
の
精
神
と
態
度
を
失
わ
な
い
た
め
に
も
、
本
書
が
常
に
座
右
に
置
か
れ
て
参
照
さ
れ
、

学
問
研
究
の
必
須
の
道
具
と
し
て
常
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
国
際
法
学
会
の
会
員
数
は
今
や
一

0
0
0
人
を
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
一
二
分
の
一
は
助
手
・
大
学
院
生
な
ど
、
若
手
の
研
究
者
（
ま
た
は
研
究

者
の
卵
）

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
国
際
法
学
会
の
前
途
は
洋
々
た
る
も
の
が
あ
る
。
同
時
に
、
学
会
の
隆
盛
を
支
え

て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
西
欧
語
に
よ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
や
論
文
を
膨
大
な
時
間
と
労
力
を
か
け
て
読
み
こ
な
す
地

道
な
努
力
を
通
じ
て
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
日
本
の
国
際
法
学
研
究
の
成
果
の
蓄
積
で
あ
る
。
敢
え
て
言
え
ば
そ
の

「
死
屍
累
々
た
る
」
研
究
業
績
の
圧
倒
的
な
蓄
積
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
慄
然
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
的
制
約
と
格
闘
し
、
あ
る
い
は
時
代
に
翻
弄
さ
れ
、
あ
る
い
は
時
代
に
抗
う
国
際
法
学
の
先
達
の

姿
を
、
わ
れ
わ
れ
は
先
行
研
究
の
中
に
み
る
。
そ
の
姿
に
接
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
学
問
研
究

も
確
固
た
る
基
盤
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
若
い
研
究
者
が
先
行
研
究
の
も
つ
意
味
に
常
に
思
い
を
致
し
、
現
在
の
視
点

か
ら
こ
れ
を
き
っ
ち
り
批
判
し
、
そ
の
屍
を
乗
り
越
え
る
。
そ
の
気
概
な
く
し
て
日
本
の
国
際
法
学
の
将
来
を
語
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
本
書
の
刊
行
が
学
問
に
と
っ
て
当
た
り
前
で
あ
る
そ
う
し
た
学
問
の
作
法
の
修
得
を
促
し
、
と

り
わ
け
こ
れ
か
ら
国
際
法
学
を
担
っ
て
い
こ
う
と
す
る
若
武
者
達
の
心
の
縁
と
な
る
こ
と
を
祈
っ
て
や
ま
な
い
。

平
成
十
七
年
一
月

国
際
法
学
会
理
事
長
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本
書
は
、
国
際
法
外
交
雑
誌
（
第
一

0
巻
ま
で
は
国
際
法
雑
誌
）
の
第
一
巻
か
ら
第
一

0
0
巻
ま
で
に
掲
載
さ
れ
た
論
説
、

判
例
評
釈
、
資
料
等
の
総
索
引
で
あ
り
、
「
総
目
次
」
、
「
分
野
別
索
引
」
お
よ
び
「
著
者
索
引
」
の
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

総
目
次
は
、
第
一
巻
第
一
号
か
ら
第
一

0
0巻
第
六
号
ま
で
の
各
号
ご
と
の
目
次
を
巻
号
の
順
序
に
従
っ
て
掲
げ
る
。
但
し
、

図
書
の
紹
介
の
ほ
か
、
初
期
に
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
雑
報
、
雑
録
そ
の
他
の
う
ち
極
め
て
簡
単
な
記
事
は
省
略
し
た
。
分
野

別
索
引
お
よ
び
著
者
索
引
は
、
総
目
次
に
掲
げ
ら
れ
た
範
囲
内
の
事
項
に
つ
い
て
で
あ
る
。

総
目
次
に
は
、
各
事
項
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
の
巻
・
号
・
頁
を
掲
げ
た
。
頁
数
は
、
各
巻
の
通
頁
で
示
し
た
が
、
第
七
巻
ま

で
は
通
頁
が
な
い
た
め
各
号
の
頁
で
あ
る
。
な
お
、
第
一
巻
は
、
正
式
に
は
巻
数
の
表
示
が
な
い
。
ま
た
、
時
期
に
よ
り
ま
た

は
巻
に
よ
っ
て
実
際
に
刊
行
さ
れ
た
号
数
に
変
動
は
あ
る
が
、
総
目
次
か
ら
容
易
に
確
認
で
き
る
の
で
、
巻
号
の
一
覧
表
は
付

し
て
い
な
い
。
漢
字
は
、
著
者
名
を
除
い
て
、
新
字
体
に
統
一
し
た
。

論
説
等
の
表
題
は
へ
本
文
と
掲
載
号
の
目
次
や
巻
の
総
目
次
と
で
相
違
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
が
、
す
べ
て
本
文
に
よ
っ

た
。
ま
た
、
連
載
事
項
の
本
文
で
の
表
題
等
が
同
一
で
な
い
場
合
も
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
あ
る
。
但
し
、
資
料

中
の
国
際
・
国
内
文
書
の
誤
記
は
訂
正
し
た
。
分
野
別
索
引
に
お
け
る
扱
い
も
同
じ
で
あ
る
。

分
野
別
索
引
は
、
国
際
法
、
国
際
私
法
お
よ
び
国
際
政
治
・
外
交
史
の
三
分
野
に
区
分
す
る
と
と
も
に
、
各
分
野
に
つ
い
て
、

分
類
し
た
項
目
に
従
っ
て
か
つ
各
項
目
に
お
い
て
は
巻
号
の
順
序
に
よ
り
事
項
を
配
列
し
た
。
ま
た
、
複
数
の
分
野
•
項
目
に

ま
た
が
る
事
項
は
繰
り
返
し
掲
げ
て
あ
る
。

分
野
別
索
引
項
目
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
は
、
三
分
野
と
も
に
、
国
際
法
外
交
雑
誌
に
掲
載
さ
れ

た
事
項
を
検
索
す
る
う
え
で
の
便
宜
の
た
め
に
、
分
類
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

凡

例
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四

平
成
一
六
年
―
二
月

な
お
、
資
料
•
そ
の
他
の
記
事
は
、
三
分
野
に
区
分
せ
ず
、

中

村

道

著
者
索
引
は
、
著
者
の
姓
の
五
十
音
順
に
配
列
し
、
各
著
者
ご
と
に
掲
載
誌
の
巻
・
号
を
年
代
順
に
掲
げ
た
。
同
じ
著
者
が

―
つ
の
号
に
複
数
の
事
項
を
掲
載
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
点
は
表
示
し
て
い
な
い
。
な
お
、
著
者
が
匿
名
の
事
項
に

つ
い
て
は
除
外
し
た
。

本
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
三
分
野
か
ら
な
る
編
集
グ
ル
ー
プ
を
設
け
、
多
大
な
ご
協
力
を
得
た
。
そ
れ
ら
の
方
々
は
、
国

際
法
で
は
戸
田
五
郎
、
演
本
正
太
郎
、
山
田
卓
平
、
国
際
私
法
で
は
齋
藤
彰
、
中
野
俊
一
郎
、
国
際
政
治
・
外
交
史
で
は
吉

川
元
、
都
丸
潤
子
の
諸
氏
で
あ
る
。
演
本
会
員
に
は
、
幹
事
役
と
し
て
、
作
業
の
全
過
程
に
わ
た
り
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
。

ほ
か
に
、
坂
元
茂
樹
、
薬
師
寺
公
夫
の
両
会
員
か
ら
は
、
学
会
と
の
連
絡
・
調
整
を
含
め
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、

デ
ー
タ
入
力
に
つ
い
て
は
、
樋
口
恵
子
さ
ん

記
し
て
厚
く
謝
意
を
表
し
た
い
。

（
元
神
戸
大
学
法
学
部
研
究
助
成
助
手
）
に
ご
苦
労
を
お
か
け
し
た
。
こ
こ
に
付

一
括
し
て
国
際
法
の
分
野
の
末
尾
に
掲
げ
て
あ
る
。
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分野別索引項目

【
国
際
法
】

一
般
·
総
論
…
…
…
…
…
…
…
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
•
3
3
3

国
際
法
の
概
念
・
性
質
．

歴
史
・
方
法
論

判
例
評
釈

常
設
国
際
司
法
裁
判
所

国
際
司
法
裁
判
所

仲
裁
裁
判

国
内
裁
判

日
本

そ
の
他

そ
の
他

去

原

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

6

2

一
般

慣
習
法

条
約一

般
（
定
義
・
名
称
・
種
類
）

締
結
・
効
力
発
生

遵
守
・
適
用
・
解
釈

改
正
・
修
正

無
効
・
終
了
・
運
用
停
止

分
野
別
索
引
項
目

そ
の
他

法
典
化

そ
の
他

4
 

3
 

国
際
法
と
国
内
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
·
…
…
…
…
…
•
•
7

一
般

国
内
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
の
適
用

6
 

3
 

歪
象
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
…
…
…
…
7

一
般
（
概
念
・
種
類
）

承
認
（
国
家
承
認
・
政
府
承
認
・
交
戦
団
体
承
認
）

承
継
（
国
家
承
継
・
政
府
承
継
）

主
権
（
干
渉
•
平
等
）

管
轄
権几

又

一
舟

域
外
管
轄
権

免
除
（
国
家
・
外
国
軍
隊
・
公
船
）

外
交
領
事
機
関

外
交
機
関

領
事
機
関
（
含
領
事
裁
判
権
）

そ
の
他
（
含
モ
ン
ロ
ー
主
義
・
門
戸
開
放
政
策
・
ド
ミ
ニ
オ
ン
・

保
護
国
）

ー4
 

領
翼
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
•
O
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国際法外交雑誌総索引

几
又
一
舟

領

域

の

得

喪

極

地
日

本

の

領

域

一

般

北

方

領

土

・

樺

太

竹

島

・

尖

閣

沖

縄

朝

鮮

台

湾

委

任

統

治

地

域

そ

の

他

領

域

紛

争

事

例

そ

の

他

（

含

租

借

地

）

6
 

4
 

缶
羊
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
…
…
…

•
•
3

一

般

領

水

・

接

続

水

域

漁

業

水

域

・

経

済

水

域

大

陸

棚

公

海深
海
底

海

峡

・

国

際

水

路

・

通

航

漁

業汚
染

海
上
犯
罪
取
締

そ

の

他

7
 

4
 

空
・
宇
宙
…
…
…
…
…
•
…
…
…
…
…
…
…
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…•
5

空宇

宙

。
4
 

国
際
機
構
…
·
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…•
6

一

般

（

含

国

際

行

政

法

）

国

際

公

務

員

国

際

連

盟
一

般

・

歴

史

加

盟

国

（

加

入

・

脱

退

）

組

織活
動一

般

紛

争

の

平

和

的

処

理

安
全
保
障

委

任

統

治

そ

の

他

そ

の

他

国

際

連

合
一

般

・

歴

史

加

盟

国

（

加

入

・

脱

退

）

組

織

（

除

国

際

司

法

裁

判

所

）

活
動
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分野別索引項目

一
般

ー
紛
争
の
平
和
的
解
決

安
全
保
障

経
済
的
・
社
会
的
協
力

非
自
治
地
域
・
信
託
統
治

そ
の
他

専
門
機
関

地
域
的
機
構

そ
の
他

自
決
権
・
非
植
民
地
化
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
:
4
8
7

u
i
:
・
…
・
:
・
…
 
................. 
;:·:·…•••••••••••…•…… 

........... 8
 

一
般

国
籍

外
国
人
の
地
位

亡
命
・
難
民

少
数
者

外
交
的
保
護

人
権一

般
普
遍
的
人
権
文
書
（
世
界
人
権
宣
言
・
国
際
人
権
規
約
な
ど
）

地
域
的
人
権
文
書

国
内
法
秩
序
に
お
け
る
国
際
人
権
法
の
地
位

そ
の
他

国
際
犯
罪
・
刑
事
司
法
共
助
（
含

戦
争
犯
罪
）

法
人

そ
の
他

8
 

5
 

径
斉
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
…
…
•
•
O

一
般

通
商
・
貿
易
（
含

G
A
T
T
.
W
T
o
)

投
資
・
収
用
・
国
有
化

金
融
（
含
世
銀

•
I
M
F
)

援
助
・
協
力

そ
の
他

環
境
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
5
3
2

健
康
・
文
化
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
•
…
…
…
…
…
•
5
3
3

国
際
責
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
…
…
…
…
…
•
•
5
3
4

一
般

責

任

の

発

生

．

責
任
の
追
及
・
解
除

紛
争
の
平
和
的
処
理
…
…
…
·
…
…
…
·
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
5
3
6

一
般

非
裁
判
処
理

裁
判
処
理

一
般

仲
裁

常
設
国
際
司
法
裁
判
所

国
際
司
法
裁
判
所

8
 

5
 

安
全
保
障
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
4
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国際法外交雑誌総索引

一
般

戦

争

の

違

法

化

・

自

衛

二

国

間

・

地

域

的

安

全

保

障

・

同

盟

軍
縮

，
 

5
 

武
力
紛
争
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
6

一
般

武

力

紛

争

法

の

適

用

戦

争

・

武

力

紛

争

の

概

念

戦

争

・

武

力

紛

争

の

開

始

と

終

了

・

休

戦

非

国

際

武

力

紛

争

・

内

戦

そ

の

他

（

含

戦

時

復

仇

・

戦

数

）

害

敵

手

段

・

方

法

の

規

制

兵

器

の

規

制

攻

撃

対

象

の

規

制

陸

戦

（

占

領

）

海
戦

空
戦

保
護
さ
れ
る
べ
き
者

捕
虜

傷

病

者

・

難

船

者

・

衛

生

要

員

文
民
・
一
般
住
民

そ

の

他

財
産
の
保
護

中

立

捕

獲

審

検

所

検

定

）

事
例

日

露

戦

争

第

一

次

世

界

大

戦

溝

州

事

変

・

日

中

戦

争

第

二

次

世

界

大

戦

戦

争

法

の

適

用

講

和

・

戦

後

処

理

・

占

領

そ

の

他

そ

の

他

8
 

6
 

資
料
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
5

条
約

国

際

裁

判

所

判

決

そ

の

他

国

際

文

書

国

内

裁

判

所

判

決

（

含

そ

の

他

国

内

文

書

文

献

目

録

そ

の

他

そ

の

他

人
事
消
息

雑
件

【

国

際

私

法

】

5
 

7
 

国
際
私
法
一
般
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

7

国

際

私

法

総

論

Vlll 



分野別索引項目

法

律

関

係

の

性

質

決

定

本

国

法

住

所

地

法

・

常

居

所

地

法

公
序

外

回

法

の

適

用

先

決

問

題

沿

革

・

学

説

史

法

例

改

正

ハ
ー
グ
条
約

能
力

法

人

法

律

行

為

（

方

式

、

代

理

、

意

思

表

示

な

ど

）

物
権

債
権
（
含
債
権
者
代
位
•
取
得
、
製
造
物
責
任
）

婚

姻

離

婚

親

子

相

続

・

遺

言

国

籍

法

外

人

法

国

際

取

引

法

海
事

航

空
国

際

経

済

法

国

際

租

税

法

知

的

財

産

法

統

一

法

国

際

民

事

訴

訟

法

一

般

国

際

裁

判

管

轄

外

国

判

決

の

承

認

・

執

行

国

際

仲

裁

国

際

倒

産

民

事

裁

判

権

の

免

除

司
法
共
助

【

国

際

政

治

・

外

交

史

】

8
 

8
 

一
祝
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

•
1

日

本

関

係

ア

ジ

ア

・

オ

セ

ア

ニ

ア

関

係

中

東

・

ア

フ

リ

カ

関

係

北

米

・

中

南

米

関

係

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

関

係

lX 




